
家庭、学校、青少年関係団体及び行政等がそれぞれの役割を果たすとともに、相互に協力・連携し、青少年の健
全育成に向けて地域全体で取り組む社会が実現しています。

青少年の健全育成に向けた区の取り組みに対する効果を客観的に示す指標であるため

◆健全育成のための関係機関・団体との連携強化、ネットワークづくりや相談窓口の定着・充実、青少
年指導者の養成に取り組むことにより3年度の割合は向上し、4年度は概ね横這いで推移している。

◆施設の管理・運営にあたっては、指定管理者と連携し、より利用しやすい施設となるよう運営の効率
化を図ることが必要である。施設利用予約については窓口手続きに加えて、利用者からの意見を踏ま
え5年度よりオンライン手続きを開始し、利用者が気軽に利用することができるよう運営体制の質の向
上を図っている。

青少年交流プラザ管理運営事業

◆平成22年4月施行の「子ども・若者育成支援推進法」に基づいて平成28年2月に策定された「子供・若者育成支援推進
大綱」では「①全ての子供・若者の健やかな育成」「②困難を有する子供・若者やその家族の支援」「③子供・若者の成長
のための社会環境の整備」「④子供・若者の成長を支える担い手の養成」「⑤創造的な未来を切り開く子供・若者の応援」
という5つの課題について重点的に取り組むことを基本方針とすることが盛り込まれた。
◆令和2年4月に都は全ての子供・若者が、青年期に社会的自立を果たすことができるよう、その成長を社会全体で応援
するとし、「子ども・若者育成支援推進法」における都道府県子ども・若者計画として「東京都子供・若者計画（第２期）」を
策定し、「一人ひとりの子供・若者の最善の利益を尊重する視点」「子供・若者の状況に応じて支援する視点」「子供・若
者の支援に社会全体で重層的に取り組む視点」を元に施策に取り組むとしている。

◆子ども会活動の意義や育成者の役割、現況報告や今後の課題などについて、各々の地域の実状
をとおして学び合う研修会として、子ども会育成指導者地域別研究協議会を開催する。地域子ども会
等、こどもの集団の中心となるリーダーを養成する講習会や研修会を開催する。

青少年団体育成事業、少年の自然生活体験事業、青少年指導者講習会事業

◆青少年問題協議会で策定した「江東区青少年健全育成基本方針」のもと、青少年対策地区委員
会・保護司会・更生保護女性会・警察署・保健所・PTA等とともに、薬物問題や非行問題などに対応で
きるネットワークづくりを進める。
◆ひきこもりや人間関係、家庭内問題など青少年期における幅広い悩みや社会的に困難を抱える青
少年やその家族に対し、相談事業を充実させる。

青少年相談事業、青少年問題協議会運営事業
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青少年交流プラザや他の公共施設を活用し、青少年の自主的な学習・活動の支援など多様な活動の場を提供
することで、家庭や学校に続く第三の居場所としての役割を充実させます。

青少年交流プラザにおける団体支援の活動量を示す指標であるため

◆ホームページやリーフレット、SNSを用いた施設のPRによって増加傾向にあった利用者は、新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響で2年度に利用者が半減したが、3年度では復調しつつある。
◆4年度は新型コロナウイルスワクチン接種会場として一部施設を提供したため、3年度と比べ利用者
は減少した。しかし、コロナ禍初期の2年度と比べ利用者は増加しており、概ね好調に推移していると
いえる。

◆4年度から施設運営を始めた新たな指定管理者は、併設の亀戸第二保育園や学校などと連携することで学習・運動の
機会に富んだ多彩な事業を展開しているほか、一部の実施事業では近隣中学校生徒にボランティアとして参加してもら
うなど、様々な形で青少年が関わりを持てる機会を提供しており、第三の居場所としての役割を果たしている。
◆青少年交流プラザの指定管理者が利用者向けに行っているアンケートの結果によれば、利用者の多くは施設周辺の
区民で、区内全域を対象とした場合の施設認知度の低さが課題となっている。引き続きSNSによる情報配信や区内小・中
学校、高校へのプロモーション活動、区報記事掲載など、より多くの区民の目に触れる機会を増やしていく。

青少年の主体性や社会性を育むとともに、子ども会等、こどもの集団の中心となるリーダーを養成します。また、
青少年が家庭や学校とは異なる対人関係の中で社会の一員としての規範や社会性、自立性を身に付けることが
できるよう、青少年関係団体の支援に努めます。

青少年健全育成の担い手の養成・確保の進捗を示す指標であるため

◆ジュニアリーダー初級・中級講習会、上級研修会は、感染者数が増加し実施が危ぶまれたが、宿
泊事業を日帰り事業に変更したことで、計画回数を実施できた。
◆子ども会育成指導者地域別研究協議会は、各地区で徹底した新型コロナウイルス感染症防止対策
を講じたことにより9地区で実施できた（令和3年度は3地区が実施見送り）。

◆地域行事等で活躍するジュニアリーダーのスキルアップを目的に実施している上級研修会は、1・2年目のジュニアリー
ダーが主な参加者だが、地域行事を行うための安全管理能力や企画能力、コミュニケーション能力を習得できるような研
修内容を検討し、参加者の増加を目指す。
◆初級講習会の修了者数は、前年度比で減少した（3年度：59人、4年度：50人）。地域行事等でのジュニアリーダーの活
躍機会の減少が要因と考えられ、保護者や行事参加者へのジュニアリーダーの活動内容や参加事業内容のＰＲ不足が
課題であるといえる。講習会や活動の様子をケーブルテレビや江東区YouTube動画で放映・配信して区民に広く周知す
るとともに、学校で把握している保護者宛グループメールを通じてジュニアリーダー講習会を周知し、講習会申込み増に
つなげる。
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薬物・非行問題や有害環境への対応等、各関係機関・団体と相互の連携・協力を強化し、実効性のある青少年
の健全育成の取り組みを進めます。また、ひきこもりや不登校、人間関係の悩みなどをはじめ、社会的に困難を
抱える青少年やその家族に対し、相談事業の充実や様々な機関が連携するネットワークを構築し、重層的な支
援を推進します。

関係機関・団体との連携強化による健全育成の推進にかかる取り組み状況を示す指標であるため

◆地域と関係団体とのネットワークが定着しつつあるほか、コロナ禍により自粛傾向のあった事業も感
染対策の元、徐々に平常時と同様の形式で実施されつつあり、4年度では復調の兆しが見える。

関係機関・団体等と連携した、重層的支援の推進にかかる区の取り組み状況を示す指標であるため

◆コロナ禍による社会不安（非正規雇用の雇止め等）やひとり時間の長期化等が相談件数の増加要
因と推察される。

◆青少年にとって満足度の高い青少年健全育成事業となるよう、引き続き各地域と連携して内容の充実に取り組んでい
く。
◆3年度はメールによる相談受付を開始し、4年度からは居場所に携わるスタッフを1人増員したことで、当事者にとってよ
り相談しやすい環境を整えることができた。引き続き、居場所事業の充実を図ることで、相談者の社会参加や自立に向け
た支援を強化していく。

◆青少年の健全育成を推進する上で、学習や活動支援など、青少年が活躍できる場の提供を充実し
ていくことが重要である。また、ジュニアリーダーの養成としては成り手を増やすことが課題である。

◆取組方針1「青少年が活動できる場の提供」においては、青少年にとって満足度の高い事業等を展
開するなど、目的や効果を分析し、さらなる事業の充実を図る。そのためには、利用者のニーズに即し
た事業のさらなる展開と広報誌やSNSを利用した有効的なPRを行っていく。
◆ジュニアリーダーの養成については、講習会参加者を増やすことが重要となり、対象の小学生や保
護者向けの事業紹介を優先する。そのためには、学校と連携し保護者宛一斉メールや説明会の開
催、SNSも活用し講習会を周知する。また、区政情報番組ではジュニアリーダーの活動状況等を放映
し、かつYouTube動画の配信も行い、幅広く紹介する。
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1

既に施設として区が有している青少年交流プラザを管理・運営するという点では適切に行われて
いると考えられるが、取組方針にある「青少年が活動できる場の提供」という面では、立地の問題も
あり、その方針に則った施策展開が行われているとは言い難い。

課題設定や状況把握が狭い視点で行われ、効果的な施策が打てていない。区民モニターから
「青少年をとりまく環境を学校（教育）、家庭（福祉）、学校外（地域）など横断的に見て、青少年課
だけでなく複数の課をまたいだ対応を」という意見が出ていた。取り組みの場所である青少年交流
プラザについて立地が偏っているとの指摘が多かった。区内全域の図書館、児童館を含め有機
的に活動や施策を展開するべきだ。また、（ヤングケアラー、いじめなど）青少年で困難を抱えてい
る割合の改善を指標としたら、という区民モニターの提案を検討してほしい。

青少年が交流できる場所の提供として、青少年交流プラザが施策の中心として位置付けられてい
る。本施設サイトを見てもイベントなどで利用され一定のニーズは満たしていると感じる。一方で、
指定管理者が行ったアンケート結果の課題にもあるとおり、施策認知度の低さは改善が必要と感
じた。
但し、根本的には、区全体を通じた青少年が活動する場、第三の居場所の提供について、本施
設以外の場所についても、現状実態やニーズ把握、施策主要ターゲットのより具体的なセグメント
化と課題や今後の方向性など、区全体にわたる青少年の居場所の在り方について、わかりやすい
説明が求められると考える。

2

ジュニアリーダー育成は意義のある取り組みであり、着実に実施していることを評価したい。一方
で、外部評価モニターの意見に見られるように、区民の認知度は低く、何を目的とし、どれくらいの
人数を育成しようとしているのか、その結果、どのような成果につながっているのかなど、明確にわ
かりづらい印象を拭えなかった。

子ども会活動を活性化させるため、指導する大人や子供たちに対する研修会開催など工夫と努
力がみられる。ジュニアリーダーの育成の意義は説明を聞いて理解できたが、リーダーの育成に
偏ることなく、子ども集団の中でも「置き去り」にされがちな子供たちへの対応も行ってほしい。

学校や地域と連携し、ジュニアリーダー各種講習会・研修会および子ども会育成指導者地域別研
究協議会等によって、地域の人材育成につながっていると感じた。

3

青少年の健全育成という観点から区として現状を如何に評価し、どのような課題認識を持っている
のかが、説明からだけでは伝わってこなかった。関係機関・団体との連携強化は手段であり、問題
の本質をどう捉え、どう改善していこうと考えているのかをより明確にして、取り組みを行っていく必
要があると考える。

メールによる相談受付の開始などの工夫の結果、相談件数の増加という結果に結びついている。
ただ、「居場所事業」は青少年交流プラザに曜日や時間を決めてスペースを確保しているようであ
り、拡充が求められる。民間団体との連携も含め、より柔軟で利用しやすい形で展開できないか。

青少年をめぐる様々な問題・課題に対応するため、各関係機関・団体と連携し、青少年の健全な
育ちを支える取り組みが行われていると感じた。
一部の青少年やその家庭・関係者の抱えている悩みや問題は、非常に個別的でセンシティブか
つ複雑な悩みである場合があり、支援にあたっては専門的人材が必要で長期化する場合がある。
満足度の高い事業になるよう、相談件数のみならず、支援の質（相談機会の多様さ、相談に対応
する多様な専門的資源の確保）と体制の長期安定化が重要と考える。

青少年を取り巻く環境は深刻化している。インターネットによるコミュニケーションツールの変化、地域社会
の衰退、親や学校教育の問題があり、犯罪や児童虐待、いじめ、教師や大人による性犯罪などが報道さ
れている。新しい状況であるが、今後の少子高齢化社会をどうするのかとも絡み、どのように自治体行政
が対処していけるのか、検討と再構築が必要だ。江東区全体として優先的課題に据え、取り組む必要が
ある。

青少年の居場所に関する施策については、まずは江東区の青少年のおかれた環境の特徴や課題、そこ
から抽出されるニーズなどについて、施策を展開する背景の説明、または具体的な事例に基づく課題分
析などが不十分と感じた。現状の具体的な把握をされた上で、日々の現場で各種事業が行われていると
推察されるが、外部評価の場では、施策背景や施策の現在捉えている課題やターゲット、ねらい、到達目
標への進捗状況など、より具体的に説明していただけるとよかったと思われる。

外部評価モニターの意見シートの評価が総じて厳しめであったように、区が区民のニーズや社会状況の
変化をどう捉え、区として如何なる施策を展開すれば、青少年が健全に育つ環境を用意することができる
と考えているのかが、わかりづらかった。
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≪参考≫　外部評価モニターの評価

地域社会との協働も含め、努力がみられる。従来からの町会、子ども会などの枠組みだけでなく、民間団
体や企業との協働も含め、創造的な取組がされれば一層施策が推進されると思う。

青少年交流プラザではＳNSを通じた活動をしているが、施設の認知度が低いため、ネットワークやツール
を多角的に活用し、認知度を高める工夫が必要と感じた。地域の協議会や学校・PTAと連携した活動は
有効に機能していると感じた。
施策全体としては、事業に携わっている青少年らに周知活動の一部を担ってもらうことも今後の方向性と
して強化してもよいと思う。そのための自主事業への補助なども今後の事業の一つとしてあってもよいと感
じた。

SDGsが目指すのは「地球上の誰一人取り残さない」であり、その考えを踏まえた場合、江東区の現状をど
う認識しているのかをより明確に伝える努力が必要と思われる。ICTの高度利用についてもさらに工夫を
図っていただきたい。

委員会でも指摘したが、「区民アンケート調査」で「青少年が健全に育つことができる環境が整っていると
思うか」という問いに半数以上が「わからない」と答えているのは、なぜか。これを解くために調査をすると
なると大事になるので、どのような問題があるのか、現在の青少年行政に関連している人たちに聞くなどの
方法でも問題点がわかるのではないか。それと、こうした大人からの視点だけでなく、問題や課題を抱えて
いる子供たちの存在と割合を把握し、それを少なくしていくという視点も入れてほしい。

青少年の第三の居場所については、青少年交流プラザの利用方法・運営方法にも市民団体と協議して、
より自由な施設の利用方法や時限的な社会実験による運営などがあってもよいと感じた。特に音楽スタジ
オは、予約枠にかなり余裕がある状況のようなので、必ずしも稼働率をあげる必要はないが、せっかくの場
所が利用されず、施設維持費だけがかかっているとすると資源の有効活用としてはもったいないと思う。
一方で、区全体を通して、青少年の居場所や健全な育成を支える施策としては、施設立地、数、質、利用
する時間帯・機会・窓口、支援に必要な人材等、区全体を包括的に捉えた上での体系的整理が必要では
ないかと感じた。

主管部課の皆さんが真摯に取り組んでおられることは説明からもよく理解できたが、青少年の健全育成と
いうテーマは、取り扱う範囲が広く、背景となる問題も複雑に入り組んでいる。これらの問題をどう構造化
するか、そしてどう筋道立てた戦略を構築するかが極めて重要であり、施策の検討と実施にあたり、これら
のことを十分に踏まえていただきたい。

S A B C 無回答 計

◆代表指標については概ね順調に推移しているが、取組方針の指標については主にコロナ禍にお
けるイベント開催の制限等により、計画策定時の現状値から低下している。
◆行政サービスの再開に伴い、施策が目指す江東区の姿の実現及び指標の向上に向け、下記につ
いて着実に取り組む必要がある。

◆区の青少年のおかれている環境、課題、ニーズを十分に分析した上で、関係機関との連携を強化
し、広く横断的な視点から施策の展開を検討する。

◆青少年交流プラザの認知度を向上させるとともに、本施設以外の場所も居場所として提供できる
ような仕組みを構築する。

◆誰一人取り残すことのないよう施策を検討するとともに、そのメッセージをわかりやすく効果的な手
段で伝えていく。

0人 5人 10人 1人 0人 16人
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